
<凡例>

○…地方提案等に即し制度改正を行う事項

【内閣府】 ×…見直しを行わない事項

回答
（区分）

具体案、理由等
回答

（区分）
具体案、理由等

第1項

第2項

第3項

自衛隊法 第83条 第1項

災害対策基本法 第76条 第1項

○災害時の緊急通行車両確認権限の指
定都市への付与
　
　災害時の緊急通行車両の確認（通行許
可）権限を指定都市に付与する。
【全国市長会】

　現在、緊急通行車両の許可は、政令市で判断できず、各事業所が都道府県公安委員会に
申請を行うこととなっているが、都市の災害への迅速かつ的確な対応が困難な状況にある。
　災害時の緊急通行車両の確認権限を指定都市にも付与することにより、被災の実情に合
わせた迅速かつ的確な対応が可能となる。

※具体的な改正対象要望は
　災害対策基本法施行令第33条第１項及び第２項に「指定都市の長」を追加

×

　災対法において、指定都市の長の権限を都道府県知事並びとするかどうかについては、当該規定を含めた、災害対策法制の全般に係る見直しの
中で検討すべきものと考えており、当該規定のみについての対応は困難である。
　また、確認事務の大半を行っている都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）においては、緊急通行車両に係る事前届出制度を運用して
いるほか各都道府県警察の本部、警察署、高速道路のインターチェンジ等の交通検問所等に広く窓口を設けていることから、現在の仕組みによっ
ても、都市の災害への迅速かつ的確な対応は可能であると考えている。
　なお、公安委員会は、災対法第76条第１項の規定に基づき、緊急通行車両「以外の車両」の緊急交通路における通行を禁止等することができるこ
ととされている。そして、緊急通行車両とは、指定都市の長その他の災害応急対策を実施する責任を有する者が使用する車両等を意味し、都道府
県知事又は公安委員会は、その確認を行うにすぎない（災対法施行令第33条第１項）。したがって、都道府県知事又は公安委員会が緊急通行車両
について通行許可や判断を行っているものではない。

　「災害対策法制の全般に係る見直しの中で検討すべきものと考えており、当該規定のみについての対応
は困難」としているが、確認（通行許可）が災対法制全般に影響を与えるものとは考えていない。
　災害時においては、一つでも多くの窓口があったほうが迅速な対応ができることから、規模・能力のある指
定都市においても確認を行うことができるようにすべきであると考える。

【支障事例】
　①　緊急通行車両の許可は、各事業所が出発地を管轄する警察署（県公安委員会）に申請を行うことと
なっています。
　②　東日本大震災において、本市からは、物資の搬送や本市職員の応援派遣にあたり14件（2011年５月
現在）の申請を県に行いましたが、申請確認に時間を要したことから、仮に権限が指定都市にあれば、より
迅速に応援派遣等行えることが想定されます。

▲

　災害対策基本法第76条に基づく災害時の交通規制については、実際の被災状況、交通量、道路復旧状況等に応じて、臨機応変に交通規制を見
直すことで、緊急通行車両の迅速かつ円滑な通行を確保するほか、緊急通行車両以外の車両の通行についても可能な限り早期に確保していく必
要がある。このため、交通規制の実施に当たっては、都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が、道路の交通容量のほか、緊急通行車両
として確認された車両の台数を迅速かつ正確に把握することが必要であり、本来的には公安委員会が一元的に緊急通行車両に係る確認を行うこと
が望ましい（都道府県知事が行う確認事務は、各都道府県において策定されている緊急通行車両の確認事務に係る実施要領上、原則として都道
府県が自ら保有する車両を対象とすると整理されている。）。
　一方、公安委員会が一元的に緊急通行車両に係る確認を行ったとしても、公安委員会においては、災害発生後に迅速に緊急通行車両に係る確
認が受けられるよう、運用上、事前届出制度を従前から設けている。この事前届出を行い届出済証の交付を受けた車両は、各都道府県警察の本
部、警察署のほか、インターチェンジの検問所等で当該届出済証を提示することで、確認及び標章等の交付を速やかに受けることが可能であること
から、弊害は生じないものと考えている。
　本件要望は、指定都市の長に対して緊急通行車両の確認権限を付与することで、緊急通行車両がスムーズに通行できる環境整備を行うとする趣
旨のものであるが、前述の事前届出制度を活用することで、指定都市の長に対し当該権限を付与せずとも円滑に災害応急対策を実施することが可
能である。今後も、緊急通行車両等の迅速かつ円滑な通行を確保するため、引き続き、事前届出制度の周知に努めてまいりたいと考えており、地方
公共団体防災担当部局あてに事前届出制度の周知文書を発出する予定である。

　また、災害対策法制における都道府県知事と指定都市の長との関係については、都道府県と市町村の役割分担そのものに関わるものでもあり、
国と指定都市のみならず、都道府県等を含む各関係者の御意見を踏まえた慎重な検討を行うべきであり、緊急通行車両の確認権限のみに限って
早急に結論を得ることは困難であると考えている。

　なお、指定都市等の大都市制度の在り方については、第30次地方制度調査会等において現在議論されており、また、東日本大震災を踏まえた指
定都市の担うべき役割についても、今後第30次地方制度調査会において議論が予定されているところ、これらとの整合性にも配慮しつつ、慎重な検
討が必要となると考えている。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性

各府省からの回答

義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に係る提案事項等一覧

法律名 条 項 提案等の概要

災害対策基本法

○自衛隊災害派遣要請権限の市への付
与
　
　市長が自衛隊に対して直接、災害派遣を
要請できるようにし、派遣要請を行った際
は都道府県に事後報告することとする。
【全国市長会】

　自衛隊法第83条に基づく災害派遣要請は、都道府県知事が行うことになっているが、緊急
対応を要する災害発生時において、即応性があるとは言い難い状況にある。
　第２次一括法により、知事に派遣要請を求めた旨を防衛大臣等に対して通知できることに
なったが、災害発生時の人命救助は、72時間が経過すると生存率が急激に低下するという
「72時間の壁」に象徴されるように時間との戦いでもあることから、事態を最も掌握している
現場の被災市から、取りまとめ役の県を経由することなく、直接災害派遣要請することができ
るよう制度改正することが必要である。
　市長に、自衛隊に対して災害派遣を直接要請できる権限が付与されれば、大災害発生時
の通知事務の簡素化を図るとともに、派遣要請を円滑なものとし、住民の生命を守るための
救助作業など迅速な対応を図ることができる。

【事例１】
　本市には自衛隊駐屯地があり、災害に備えて、日頃から連絡を密にしている。そのため、
災害発生時には、県知事に派遣要請を求める前に、既に自衛隊との連絡調整ができるが、
この時点で、市町村長が防衛大臣に対して行うことができるのは、現状では、あくまでも「被
災状況」を伝えることのみである。要請権があれば、この時点で要請を行うことが可能であ
り、災害発生時の自衛隊派遣を現状よりスピーディに行うことができると考える。
※自衛隊駐屯地がない（遠い）自治体においては、自衛隊派遣までに一層の時間がかかる
と推測する。

　被災状況を一番把握している自治体の長が権限を持つことにより、指揮監督権が明確にな
り、より的確な災害対応が図れると考える。
　現状においては、防衛大臣に被災状況を通知した旨を県知事に通知しなければならないた
め、緊急時における事務の軽減化を図ることにより、災害対応に注力できるようにするべきで
あると考える。

【事例２】
　第２次一括法では、「道府県知事へ派遣要請を求めた旨を市町村長から防衛大臣に通知
可能」となり、迅速な災害対応に向けて前進したものと評価している。
防衛大臣への「通知」が可能になったが、一方で、指定都市による道府県の派遣「要請」も必
要となる。指定都市側から見ると、災害発生時のような緊急対応時に、防衛大臣への通知と
道府県知事への派遣要請という手続きを二重にすることが求められ、災害対応の緊急性と
いう観点から改善の余地があるものと考える。
　また、防衛大臣への派遣要請に対する道府県の手続き時間を確保する必要性を考慮する
と、災害対応時間をロスするリスクが指定都市には残存しており、迅速性及び災害対応の役
割・責任の明確化の観点からも、指定都市へ防衛大臣に対する直接派遣要請権限を付与
し、防衛省への手続きを一本化した方が最良であると考えられる。

×

　市町村長が都道府県知事に対し、自衛隊法第83条の規定による要請をするよう要求したときは、当該都道府県がその区域の災害の状況を勘案し
た上で要請を行う蓋然性が高いと考えられる。このとき、現場でその状況を第一に把握している市町村が、都道府県知事に対して災害派遣要請を
するよう要求した旨及び災害の状況について防衛大臣等に対して通知することが、自衛隊の迅速な災害派遣に資することと考えられ、災害対策基
本法第68条の２第１項において、市町村長が、都道府県知事に対して災害派遣要請をするよう要求した旨及び災害の状況について防衛大臣等に
対して通知する旨の規定を設けている。
　この規定に基づく通知した旨を災害対策基本法68条の２第３項に基づき、都道府県知事に対し速やかに通知することにより、都道府県知事は災
害の状況について当該市町村から自衛隊に伝わっていることがわかり、詳しい災害の状況を伝える時間を省略することができる等当該都道府県知
事に速やかな要請を促すことが可能となっている。
　また、通信の途絶等によって都道府県知事に対する要請ができない場合には、その旨及び災害の状況を防衛大臣等に通知することができ、また
防衛大臣等は、緊急を要し、要請を待つ暇がないと認められる場合には、要請を待たないで自衛隊を派遣することができる旨規定されており、通信
の途絶に代表されるような真に災害派遣を行う必要性が高い場合には、防衛大臣等による災害派遣が可能となっている。

　ご指摘のように、市町村長が自衛隊に対して直接災害派遣を要請できるようにするべきであるとする議論は、平成７年の当該条文制定当初より存
在しているものと承知しているが、複数の市町村から要請を受けることによる派遣時の混乱や効率性阻害の問題が指摘されており、要請主体の拡
大は困難である。

第68条
の2

▲…一部制度改正や運用改善（大臣協議の標準処理期間の設定、解釈の明確化に資する通知の発出、地方提案の趣旨を実現できる他の制度・
       方法の周知等）を行う事項

地方からの意見を踏まえた各府省の再回答

　現行の派遣要請に係る流れに加え、市町村長が直接自衛隊に要請し、都道府県知事に事後報告するこ
とをできるようにした場合の支障が不明である。
　第２次一括法により、市町村から都道府県への災害派遣要請の要求を行った場合には、その旨及び災害
の状況を防衛大臣等に通知することが可能となったところであるが、市町村長が自衛隊に対して直接災害
派遣を要請できるようにした場合のみに、混乱や効率性阻害の問題が生じるとは言えないものと考える。
　本会提案のとおり、移譲されたい。

各府省からの回答に対する地方からの意見

×

　以前から回答しているとおり、災害から地域住民を保護する責務は、一義的には市町村及び都道府県にあるという基本的な考え方に基づき、災害
対策基本法においては、災害時における、市町村による一義的な応急対策の実施と、都道府県による総合調整が規定されている。

　当該枠組みを踏まえ、自衛隊の災害派遣制度は、市町村及び都道府県の災害対応能力（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は
財産の保護のため必要があると認める場合に、区域内の災害の状況を全般的に掌握している都道府県知事等に、自衛隊の災害派遣要請権限を
認めている。

　上記制度に対し、発災時の対応の迅速性、事務作業の簡素化等について指摘されているところ、市町村長は、当該市町村における災害の発生の
把握や被害状況については認識していても、広域での災害の状況（若しくは、他地域における、より甚大な被害の把握）及び警察や消防等防災関係
機関の災害対応能力を把握する立場にはなく、御提案の通り市町村長からの要請を以て自衛隊の災害派遣の要否、展開等を判断することは不可
能であり、必ずしも提案にあるように迅速性が担保されるわけではなく、有効な救援活動が確保されないこととなる。
　また、市町村長からの要請を認めた場合、複数の市町村長や都道府県知事からの多数の要請が限られた窓口に集中し、要請が錯綜することが
想定される。また、要請が殺到する一方で、深刻な被災状況であるにもかかわらず、行政が機能不全に陥ったことで、要請がなされないという場合も
考えられ、部隊等の派遣、活動内容に係る適切な判断が困難になるなど、自衛隊の全体的・整合的な運用に支障をきたす恐れがある。
　したがって、現行制度の通り、災害派遣要請権者は都道府県知事とすることが適当であり、市町村長に要請権限を付与することは妥当でない。

　他方、管轄地域の災害の発生状況をいち早く把握し得ると想定される市町村長の立場を鑑み、適切・迅速な災害派遣が行えるよう、市町村長から
自衛隊法上の要請権者である都道府県知事に対し、自衛隊の災害派遣要請を要求することができる旨、災害対策基本法に定められている。また、
通信途絶等により、同要求ができない場合には、市町村長はその旨及び被害状況について防衛大臣等に通知することができる。更に、義務付け・
枠付けの見直しに係る第２次一括法（平成23年８月26日成立）では、市町村長が都道府県知事に対し、自衛隊の災害派遣の要請を要求した際に
は、市町村長はその旨及び災害の状況を防衛大臣等に通知することができる旨を規定したところである。

  市町村には、より適切な災害派遣を実施するため、災害派遣制度の趣旨を御理解いただくとともに、状況に応じて上記の通知制度を御利用いただ
けるよう、災害派遣制度の趣旨や連絡体制について改めて周知し、また、当該制度の必要性を御理解いただくよう努力して参りたい。

　なお、東日本大震災を踏まえた基礎自治体の担うべき役割については、今後第30次地方制度調査会において議論が予定されており、また、指定
都市等の大都市制度のあり方については、同調査会において現在議論されているところ、これらとの整合性にも配慮するものとする。



<凡例>

○…地方提案等に即し制度改正を行う事項

義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に係る提案事項等一覧

【文部科学省】 ×…見直しを行わない事項

回答（区
分）

具体案、理由等
回答

（区分）
具体案、理由等

第37条 第1項

第1項

第2項

公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律

第3条 第2項

市町村立学校職員給与
負担法

第１条

　現在、県費負担教職員制度について、指定都市においては、教職員の任命権は指定都市
教育委員会が有している一方、その給与費は道府県の負担とされているため、一元的な責
任体制の下で義務教育施策を実施することができない状況にある。
　給与負担を指定都市とすることにより、任命権者と給与負担者とが異なることによるねじれ
状態が解消されるとともに、責任と権限が一元化され、地域の実情に応じた自主的・主体的
な施策の推進が可能となるほか、給与関係事務の合理化・効率化を図ることができる。 ▲

　現在は道府県が負担している政令市の教職員給与費について、政令市に負担を移管するに当たっては、政令市に対して安定的かつ確実な財源
保障を行えるよう、道府県と政令市の間での財源調整の仕組みが不可欠である。これには各道府県、政令市の財政状況に応じた対応が必要。
　このため、実現に当たっては、財源保障の方策、政令市に保障すべき財源の水準等について、関係自治体等の理解・合意が不可欠である。さら
に、政令市が給与及び旅費支給事務を行うための職員の配置や給与システムの構築などの事務体制の整備をどのように行うのか等の点について
も検討が必要。
　文部科学省としては、上記の論点についての関係道府県、政令市の実情や意見を十分に伺いながら、関係府省とも連携しつつ、調整を行ってま
いりたい。

　現在、県費負担教職員制度について、指定都市においては、教職員の任命権は指定都市教育委員会が
有している一方、その給与費は道府県の負担とされているため、一元的な責任体制の下で義務教育施策を
実施することができない状況にあるため、移譲されたい。
　学級編成や教職員定数、教職員配置等の包括的な権限移譲を行うとともに、所要額全額の税源移譲に
よる確実な財源措置について関係省庁と積極的な調整をされたい。
　県費負担教職員の移譲に伴う、指定都市の財源保障等の措置は欠かせないものであり、関係者による
検討の場を早急に立上げ、スケジュールを明確にしたうえで、指定都市の意見や実情を十分踏まえなが
ら、その実現のため積極的に検討願いたい。

第37条 第１項

第１項

第2項

第42条

第46条

第１項

第２項

第59条

公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律

第3条 第2項

市町村立学校職員給与
負担法

第１条

公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律

第３条 第２項

公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律

第３条 第３項

公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律

第６条 第１項

公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律

第６条 第２項

公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律

第10条 第１項

公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律

第10条 第２項

○

　学校設置者である市町村が、自主的、主体的な教育行政を責任を持って行える体制とする
ためには、県費負担教職員の人事権、給与負担、教職員定数に関する権限等については、
都道府県から既に任命権を持つ政令指定都市に対して早急に権限移譲し、その後、その他
の市町村の県費負担教職員の在り方について検討すべきである。
　都道府県が教職員定数に関する権限等を持ち給与を負担しているため、既に任命権を持
つ政令指定都市の場合、権限と責任が一部不明確となっている。例えば加配教職員定数に
ついては、都道府県が国へ申請を行っており、希望どおり配分されない場合は、都道府県と
政令指定都市との間で再調整が必要となるなどの支障が生じるため、権限を政令指定都市
へ一元化すべきである。
　なお、移譲に当たっては、既に任命権を持つ政令指定都市について先行して実施すること
とし、その後、その他の市町村の県費負担教職員の在り方について、地域の実情に応じて
決定できるよう検討すべきである。

▲

▲…一部制度改正や運用改善（大臣協議の標準処理期間の設定、解釈の明確化に資する通知の発出、地方提案の趣旨を実現できる他の制度・
       方法の周知等）を行う事項

　御意見の通り、公立義務教育諸学校の教職員定数や学級編制の基準の決定権限は給与負担と一体で考えるべきものである。
　また、今後の少人数学級の推進については、平成25年度全国学力・学習状況調査（悉皆調査）等を活用し効果検証を行いつつ、教職員の人事管
理を含めた教職員定数の在り方全般について検討することとしており、引き続き教職員等の指導体制の充実に努力してまいりたい。

地方からの意見を踏まえて各府省の再回答

　県費負担教職員の任命権については、「広域での人事調整の仕組みにも配慮した上で、都道府県から中核市に権限を移譲する方向で検討を行
い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、平成23年度以降、結論が得られたものから順次実施する」こととされている（地域主権戦略大綱、
平成22年６月22日閣議決定）。しかしながら、これまでのところ、小規模市町村を含めた関係者間の意見が一致していないため、政令市以外の市町
村への移管は実現に至っておらず、引き続き検討・調整が必要。
　なお、県費負担教職員の任命権に関しては、条例による事務処理特例制度（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第１項）による移
譲が可能である。（大阪府豊能地区においては、同制度に基づき平成24年４月１日から実施している。）

　現行制度においては、公立小中学校の設置主体は基礎自治体であり、教員の身分も基礎自治体の職員
であるにもかかわらず、任免及び異動などの人事権は、指定都市を除いて都道府県教育委員会にあるた
め、市区が行おうとする教育行政に必要な人材を確保することができないだけでなく、教職員の不正等に対
して、市区では懲戒処分をすることができない状況にある。
　そのため、教職員からすれば、処分権や異動権を持った都道府県への帰属意識が強くなり、勤務する地
域に根ざした教育を展開するうえでの支障となっているため、移譲されたい。
　また、関係者による検討の場を早急に立上げ、スケジュールを明確にしたうえで、その実現のため積極的
に検討願いたい。

　政令市の教職員給与費について、道府県から政令市に負担を移管するに当たっては、政令市に対して安定的かつ確実な財源保障を行えるよう、
道府県と政令市の間で財源調整の仕組みが必要である。これには該当する道府県及び域内の政令市ごとに具体的な財政状況等を踏まえた財源
調整の仕組みを検討することが必要であり、関係省と必要な調整を行ってまいりたい。
　その際、該当する道府県及び域内の政令市ごとに財政等の状況は相当異なっており、そうした実情を十分把握しながら、関係道府県及び政令市
の理解を得られる方策を検討することが必要であると認識している。
　なお、文部科学省としては、これまでも関係県及び政令市との検討の場に参画するなど具体的調整を行っているが、今後も求めに応じ、各道府県
及び政令市の間での検討に積極的に参画し、資料提供等の協力を行っていきたいと考えている。大都市制度の見直しの状況及び教育行政の在り
方についての検討状況も踏まえつつ、関係省庁と連携し、関係者の理解を得て、速やかに結論を出した上で、政令市へ移譲する。

　中核市に係る都道府県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条１項）については、教育行政の
在り方についての検討状況や、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行政の組織及び運営に関する法律55条１
項）の運用状況を踏まえつつ、広域での人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市に権限を移譲する方向で検討を行い、小規模市町村を含めた
関係者の理解を得て、平成25年度以降、結論が得られたものから順次実施する。

（教職員給与費等の政令市への移管について）
　現在は道府県が負担している政令市の教職員給与費について、政令市に負担を移管するに当たっては、政令市に対して安定的かつ確実な財源
保障を行えるよう、道府県と政令市の間での財源調整の仕組みが不可欠である。これには各道府県、政令市の財政状況に応じた対応が必要。
　このため、実現に当たっては、財源保障の方策、政令市に保障すべき財源の水準等について、関係自治体等の理解・合意が不可欠である。さら
に、政令市が給与及び旅費支給事務を行うための職員の配置や給与システムの構築などの事務体制の整備をどのように行うのか等の点について
も検討が必要。
　文部科学省としては、上記の論点についての関係道府県、政令市の実情や意見を十分に伺いながら、関係府省とも連携しつつ、調整を行ってま
いりたい。
　なお、教職員定数や学級編制の基準の決定権限は給与負担と一体で考えるべきものである。

  文部科学省として引き続き検討・調整が必要とのことであるが、閣議決定された地域主権戦略大綱に基
づく検討であり、検討状況を示していただきたい。
　特に、政令指定都市への教職員給与費の移管については、「関係府省とも連携しつつ、調整を行ってまい
りたい」とのことであるが、結論を何時までに出すのか示していただきたい。

（県費負担教職員の任命権の政令市以外の市町村への移管について）
　県費負担教職員の任命権については、「広域での人事調整の仕組みにも配慮した上で、都道府県から中核市に権限を移譲する方向で検討を行
い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、平成23年度以降、結論が得られたものから順次実施する」こととされている（地域主権戦略大綱、
平成22年６月22日閣議決定）。しかしながら、これまでのところ、小規模市町村を含めた関係者間の意見が一致していないため、政令市以外の市町
村への移管は実現に至っておらず、引き続き検討・調整が必要。
　なお、県費負担教職員の任命権に関しては、条例による事務処理特例制度（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第１項）による移
譲が可能である。（大阪府豊能地区においては、同制度に基づき平成24年４月１日から実施している。）

　文部科学省として引き続き検討・調整が必要とのことであるが、閣議決定された地域主権戦略大綱に基
づく検討であり、検討状況を示していただきたい。

▲

各府省からの回答

○学級編制基準制定権、教職員定数権の
市への移譲
　
　学級編制基準制定権及び教職員定数権
を市に移譲する。
【全国市長会】（政令市分以外）

　現在、学級編制基準制定及び教職員定数は、都道府県の教育委員会が定めることになっ
ているため、都市自治体における教育施策に沿って定めることができず、少人数指導や少人
数学級の実施に制約がかかっている状況にある。
　標準法の改正により平成24年４月から小学校１年生は35人学級となり、小１プロブレムの
解消など、大きな効果を上げているところであるが、どの学年・学級においても、「いじめ」「不
登校」問題が起こる可能性があり、また通常学級における発達障害のある児童・生徒への細
やかな指導や学級経営が必要であるなど、それぞれの実情に応じた対応が求められている
ところである。
　学級編制基準制定権及び教職員定数権を市に移譲することにより、それぞれの実情や市
民のニーズに応じた教育施策を実施し、児童・生徒に対してきめ細かな教育指導を行うこと
ができるようになる。

▲

　公立義務教育諸学校の教職員定数や学級編制の基準の決定権限は給与負担と一体で考えるべきものである。

　なお、学級編制基準については、平成23年の義務標準法等の改正により、市町村教育委員会が「従うべき」とされている拘束性を緩め、「標準」と
しての基準とするとともに、学級編制に係る市町村教育委員会から都道府県教育委員会への事前協議を廃し、事後届出とした。また、都道府県教
育委員会は定数の決定に当たっては、市町村教育委員会の意見を聴き、その意見を十分に尊重することを義務付けたところである。

　現在、学級編制基準制定及び教職員定数は、都道府県の教育委員会が定めることになっているため、都
市自治体における教育施策に沿って定めることができず、少人数指導や少人数学級の実施に制約がか
かっている状況にある。
　標準法の改正により平成24年４月から小学校１年生は35人学級となり、小１プロブレムの解消など、大き
な効果を上げているところであるが、どの学年・学級においても、「いじめ」「不登校」問題が起こる可能性が
あり、また通常学級における発達障害のある児童・生徒への細やかな指導や学級経営が必要であるなど、
それぞれの実情に応じた対応が求められているところであるため、移譲されたい。加えて、早期に小中学校
すべての学年で35人学級を法制化されたい。
　また、公立義務教育諸学校の教職員定数や学級編制の基準の決定権限は給与負担と一体で考えるべき
ものであり、引き続き包括的な権限と財源の一体的な移譲を進められたい。
　関係者による検討の場を早急に立上げ、スケジュールを明確にしたうえで、その実現のため積極的に検
討願いたい。

×

地方教育行政の組織及
び運営に関する法律

第41条

地方教育行政の組織及
び運営に関する法律

各府省からの回答に対する地方からの意見法律名 条 項 提案等の概要 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性

第41条

第58条
　義務教育の実践の場である小中学校は、将来を担う子供たちを育成する場であり、その学
校教育に携わる教員の役割は重要である。
　しかし、現行制度においては、公立小中学校の設置主体は基礎自治体であり、教員の身
分も基礎自治体の職員であるにもかかわらず、任免及び異動などの人事権は、指定都市を
除いて都道府県教育委員会にあるため、市区が行おうとする教育行政に必要な人材を確保
することができないだけでなく、教職員の不正等に対して、市区では懲戒処分をすることがで
きない状況にある。
　そのため、教職員からすれば、処分権や異動権を持った都道府県への帰属意識が強くな
り、勤務する地域に根ざした教育を展開するうえでの支障となっている。
　県費負担教職員の人事権等を市等に移譲することによって、地域に根ざした人材の確保・
育成が可能となり、主体的で特色のある質の高い義務教育の実現を図ることができる。

　【市町村立学校県費負担教職員に係る
人事権の移譲】

政令指定都市以外の市町村における人事
権と給与負担の在り方を地域の実情に応
じて決定できるよう検討すべき。
【全国知事会】

○県費負担教職員人事権の市への移譲
　
　県費負担教職員の人事権を市（当面、中
核市及び希望する市等を先行実施）に移
譲する。
【全国市長会】

　政令指定都市以外の市町村は、教職員の服務を監督することとなっているが、任命権を持
たないため、任用、分限、懲戒等を行えない状態である。
　市町村の県費負担教職員の在り方について、地域の実情に応じて決定できるよう検討す
べきである。

▲

　【市町村立学校県費負担教職員に係る
給与負担等の移譲】

　地域の実態に合った教育を自主的、主体
的に責任を持って行うため、市町村立学校
県費負担教職員の人事権、給与負担、教
職員定数に関する権限等については、既
に任命権を持つ政令指定都市に対して、
権限を一元化するため早急に移譲すべ
き。
【全国知事会】

○県費負担教職員の給与負担・必要額全
額の財源の指定都市への移譲
　
　県費負担教職員の給与負担、及び必要
な所要額全額の財源を指定都市に移譲す
る。
【全国市長会】

○学級編制基準制定権、教職員定数権の
市への移譲
　
　学級編制基準制定権及び教職員定数権
を市に移譲する。
【全国市長会】（政令市分）



<凡例>

○…地方提案等に即し制度改正を行う事項

義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に係る提案事項等一覧

【文部科学省】 ×…見直しを行わない事項

回答（区
分）

具体案、理由等
回答

（区分）
具体案、理由等

▲…一部制度改正や運用改善（大臣協議の標準処理期間の設定、解釈の明確化に資する通知の発出、地方提案の趣旨を実現できる他の制度・
       方法の周知等）を行う事項

地方からの意見を踏まえて各府省の再回答各府省からの回答

各府省からの回答に対する地方からの意見法律名 条 項 提案等の概要 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性

私立学校法
第９条 第１項

私立学校振興助成法 第９条

学校教育法 第４条 第１項

就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律

第３条

学校教育法 第13条 第２項

○市設置幼稚園閉鎖命令権限の市への
移譲
　
　市設置幼稚園の閉鎖命令に係る権限を
市に移譲する。
【全国市長会】

　学校教育法の規定により、市設置の幼稚園の閉鎖命令は都道府県の教育委員会の権限
となっている。
　第１次一括法により、都道府県の認可事務であった市設置幼稚園の設置廃止手続きが、
事前の届出に変更されたところであるが、閉鎖命令だけが都道府県の教育委員会の権限と
して留まっていることは、法令上のバランスを欠くものである。
　閉鎖命令に係る権限が市に移譲されれば、よりスムーズな事務処理を行えるようになる。 ×

　「地方分権改革推進要綱（第１次）」（平成20年６月20日地方分権改革推進本部決定）に基づき、平成23年５月の「地域の自主性及び自立性を高め
るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」によって学校教育法が改正され、市町村立幼稚園設置・廃止等については、当該
市町村の届出をもって行うことが可能となった。
　このため、市町村が市町村立幼稚園を廃止（閉鎖）しようとするときは、都道府県への届出をもって足りる。
　なお、学校教育法第13条に基づく都道府県教育委員会による閉鎖命令については、学校教育の公共性、公益性等の確保のための広域的見地か
ら、当該学校の設置者でない都道府県教育委員会に監督権限を付与しているものであり、設置者である市町村への権限委譲を行う性質のものでは
ない。

　第１次一括法により、都道府県の認可事務であった市設置幼稚園の設置廃止手続きが、事前の届出に
変更されたところであるが、閉鎖命令だけが都道府県の教育委員会の権限として留まっていることは、法令
上のバランスを欠くものであることから、見直されたい。

×

　市町村立幼稚園の設置・廃止等については、当該市町村の届出をもって行うことが可能となっている。このため、市町村が市町村立幼稚園を廃止
（閉鎖）しようとするときは、都道府県への届出をもって足りる。
　学校教育法第13条に基づく都道府県教育委員会による閉鎖命令については、学校教育の公共性、公益性等の確保のための広域的見地から、閉
鎖命令を行うことができる要件（法令の規定に故意に違反、６箇月以上授業を行わない等）が示すとおり、子どもの教育を受ける権利が脅かされか
ねない事態における最終的な措置として、都道府県教育委員会に監督権限を付与しているものであり、設置者である市町村への権限委譲を行う性
質のものではない。市町村立幼稚園の設置・廃止を市町村の届出によって行うことを可能としたことをもって、都道府県教育委員会の市町村立幼稚
園への関与が一切なくなるものではなく、限定された要件の場合に包括自治体として必要な関与ができるようにしているものである。
　なお、子ども・子育て支援の新たな制度については、地方公共団体の代表も参画した「子ども・子育て新システム検討会議」のワーキングチームに
おいて計35回に渡る議論を重ね、その結果を基に第180回国会に関連法案を提出し、衆議院における修正を経て、平成24年８月に成立したところ。

○私立幼稚園、認定こども園認可等権限
の市への移譲
　
　私立幼稚園及び認定こども園の認可等
権限を、その財源も含めて市に移譲する。
【全国市長会】

　私立幼稚園・認定こども園に係る権限については、子ども・子育て関連３法の成立により、認定こども園、幼稚園、保育所に共通の給付として「施
設型給付」を創設し、市町村長が「施設型給付」の対象となる施設を確認するとともに、当該施設に対して勧告・命令等を行うことができることとされ
た。
　また、都道府県知事が処理している幼保連携型認定こども園に係る権限については、指定都市及び中核市の長に委譲することとされた。

　子ども・子育て支援新制度の円滑な施行に向けて、平成25年４月に市町村長を含む、子どもの保護者、都道府県知事、子ども・子育て支援に関す
る事業に従事する者や学識経験者等から構成される「子ども・子育て会議」を設置し、子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための
基本的な指針等を検討することとしている。また、子ども・子育て会議とは別途、市町村関係者の意見を聞く機会を設け、継続的な意見交換を行うこ
とを予定している。

　私立幼稚園及び認定こども園の認可等については、都道府県知事の権限とされており、貴
重な保育資源である幼稚園や認定こども園の活用等において、地域の実情に応じた柔軟な
施策の展開が阻害されている状況にある。
　私立幼稚園及び認定こども園の認可、指導・監査事務等に係る権限をその財源等も含め
て包括的に市へ移譲することにより、幼保連携の取組みが進み、都市における就学前児童
対策を統一的かつ効率的に実施することが可能になるとともに、住民の多様な幼児教育・保
育需要への対応が可能となる。

【事例１】
私立幼稚園の設置廃止等の認可権限は県に、保育所の設置廃止権限については指定都市
にあり、子育て支援施策において、一元的な執行ができない状態となっており、指定都市が
効果的・効率的に子育て支援施策を行うことへの支障となっている。

【事例２】
①子育て支援や待機児童対策として施設の空きスペースを利用する際、施設利用の可否に
ついて都道府県の確認を要するため、円滑な施策の実施に支障がある。
②私立幼稚園等の施設運営等に関するトラブルが生じた際、市内在住の保護者からの苦情
等の問い合わせが、都道府県ではなく市に入る。問い合わせ先が都道府県と市に分散して
いては市民に混乱をきたすため、市が一体的に施策を実施することが望ましいと考える。

【事例３】
就学前児童の施策として保育所と幼稚園を一体的に検討する上で、幼稚園に関する権限・
財源が都道府県にあることは、大きな障壁となっている。
具体的な事案としては、
①私立幼稚園の定員の調整権限を、市が持つことで幼稚園への申し込み状況を勘案した定
員調整などを、タイムラグなしに柔軟に行なうことが必要。
②都道府県が行なっている補助金を、市の単独補助と併せて行なうことにより、より地域の
実情にあった効率的効果的な補助金制度として再構築できるものと考える。

▲

　認定こども園の在り方を含め、子ども・子育て支援の新たな制度については、地方公共団体の代表も参画した「子ども・子育て新システム検討会
議」のワーキングチームにおいて計35回に渡る議論を重ね、その結果を基に第180回国会に関連法案を提出し、衆議院における修正を経て、平成
24年８月に成立したところ。新たな制度では、市町村が地域の実情に応じて小学校就学前の子どもに関する行政を統一的に実施することを可能と
するため、市町村が子ども・子育て支援事業計画を策定して地域の幼児教育・保育に係る需要を把握し、需要を満たすための施設・事業を整備する
仕組みを導入することとした。
　また、認定こども園、幼稚園、保育所に共通の給付として「施設型給付」を創設し、市町村が一元的に財政支援を行うこととした。なお、市町村長
が、利用定員等を定め、対象となる施設を確認するとともに、施設に対して勧告・命令等を行うこととした。
　この際、私立幼稚園の設置廃止等に係る認可については、学校教育の質・安定性等の担保、広域的な行政の必要性、学校法人認可制との関係
等の観点から、私立学校審議会の設置も含め、現行通り都道府県が行うこととした。また、認定こども園の認定等については、幼稚園及び保育所の
認可等を基礎としていることから、現行通り都道府県が行うこととした。
　新たな制度については、今後、地方公共団体をはじめとする関係者と丁寧に意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行うこととしている。

　「子ども・子育て支援の新たな制度」の円滑な施行に向けた準備等において、市町村の意見を十分に反映
すること。

▲



<凡例>

○…地方提案等に即し制度改正を行う事項

【厚生労働省】 ×…見直しを行わない事項

回答
（区分）

具体案、理由等
回答

（区分）
具体案、理由等

第35条 第4項

第45条 第1項

第1項

第3項

第4項

私立学校法
第9条 第1項

私立学校振興助成法 第9条

学校教育法 第4条 第1項

就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法
律

第3条 ×

　子ども・子育て支援の新たな制度については、地方公共団体の代表も参画した「子ども・子育て新システム検討会議」のワーキングチームで議論を
重ねた上で、子ども・子育て関連３法案を提出し、衆議院による修正を経て、平成24年８月10日に国会で成立した。認定こども園法の一部を改正す
る法律において、幼保連携型認定こども園を認可施設とする等の制度改善が行われることになったが、その認可主体及び認定主体については引き
続き都道府県、政令市、中核市が担うこととされている。

　なお、新たな制度では、市町村が地域の実情に応じて小学校就学前の子どもに関する行政を統一的に実施することを可能とするため、市町村が
子ども・子育て支援事業計画を策定して地域の幼児教育・保育に係る需要を把握し、需要を満たすための施設・事業を整備する仕組みを導入するこ
ととした。
　また、認定こども園、幼稚園、保育所に共通の給付として「施設型給付」を創設し、市町村が一元的に財政支援を行うこととした。なお、市町村長
が、利用定員等を定め、対象となる施設を確認するとともに、施設に対して勧告・命令等を行うこととした。

　「子ども・子育て支援の新たな制度」の円滑な施行に向けた準備等において、市町村の意見を十分に反映
すること。

▲

　子ども・子育て関連３法は、地方公共団体の代表も参画した「子ども・子育て新システム検討会議」のワーキングチームでの議論を重ねた上で、国
会に提出し、衆議院による修正を経て、平成24年８月10日に国会で成立したものである。その中で、改正後の認定こども園法により、幼保連携型認
定こども園を認可施設とする等の制度改善が行われることになったが、その認可主体及び認定主体については都道府県、政令市、中核市が担うこ
ととされている。
　子ども・子育て新制度の施行準備については、実施主体である市町村をはじめ、関係者などと意見交換を行いながら、平成25年４月に設置する
「子ども・子育て会議」を中心に検討を行う予定である。

第12条 第1項

第59条
の4

第1項

民生委員法 第4条 第1項

○民生委員定数基準の条例委任
　
　民生委員の定数について、都市自治体
の実情に応じて、市長が決定できるように
する。
【全国市長会】

　現在、民生委員の定数は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が市区町村
の区域ごとに、その区域を管轄する市区町村の意見を聞いて定めることになっている。
　地域においては、地域社会の高齢化などの社会情勢の変化に伴い、民生委員の受持ち件
数の多寡、受持ち範囲の大小などバランスを欠いた対応を余儀なくされている他、市町村合
併が推進した結果、中山間地域等の移動が困難な地区や馴染みの少ない担当地区が増加
することになり、住民と民生委員との関係が希薄になりつつある状況となっている。
　民生委員の定数を各都市自治体において決定することが可能となれば、地域の実情に
あった数の民生委員を選出し、地域特性に応じた柔軟な配置が可能となり、住民にきめ細や
かでスムーズな対応が可能となる。
　３次一括法においては、条例制定主体が都道府県知事とされたところであるが、条例制定
主体を市区に委任することを求める。

×

　民生委員の定数は、市町村の財政事情等により、その設置について著しい不均衡が生じることのないよう、都道府県が条例で定め、民生委員に
関する指導訓練等に係る費用も都道府県が負担することにしていることから、これを市区に委任することは困難である。

　なお、現行の民生委員法第４条においても、定数を定める際に市町村長の意見を聴取することを定めており、提案にあるような市町村合併等の都
市の実情を十分に反映することは、実行上担保されている。

（地域主権戦略室からの意見）
　以下の理由から見直しを求めるべきである。
　・地域主権改革の理念である「地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことがで
きるようにする」べき。
　・現実の定数案は市が策定している（出典：平成14年４月４日　第17回地方分権改革推進会議における全
国市長会が提出した資料）。
　・市の方が地域の実情をより把握している。
　・指定市及び中核市読み替え規定あり（第29条）。⇒中核市まで権限が下りているのであれば、中核市で
も十分任せられると判断したということではないのか。中核市とその他市区で大きな違いはないのではない
か。

×

　民生委員の定数は、市町村の財政事情等により、その設置について著しい不均衡が生じることのないよう、都道府県知事が定めており、第３次一
括法による法改正後は都道府県、指定都市、中核市において条例で定数を定めることとなっている。また、民生委員に関する指導訓練等に係る費
用についても、一体不可分のものとして、都道府県、指定都市、中核市が負担している。

　このため、定数を定める権限のみを一般市に委任することは困難であり、仮にこれを委任する場合には、指揮監督権や活動費を含めて一般市に
担っていただく必要があると考えるが、中核市と一般市では、その財政事情が異なるため、一般市によっては財政事情等の制約から必要な定数が
確保されなくなるおそれがあると考えられる。

　なお、現行の民生委員法第４条においても、定数を定める際に市町村長の意見を聴取することを定めており、提案にあるような地域の実情を十分
に反映することは、実行上担保されているものと考えている。

第1項

第4項

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第6項

第8条の
2

第2項

第1項

第2項

第1項

第2項

第16条

第18条

第23条
の2

第24条 第1項

第27条

第28条

第29条 第1項

第29条 第2項

第39条 第2項

第39条
の3

第1項

医療法

▲…一部制度改正や運用改善（大臣協議の標準処理期間の設定、解釈の明確化に資する通知の発出、地方提案の趣旨を実現できる他の制度・
       方法の周知等）を行う事項

薬事法

第7条の
2

　19床までの有床診療所の開設許可事務については、病床規制を行う都道府県と連携を図りながら行って
いることから、病院に関しても同様に事務の執行は可能であると考える。また、本会提案は、地方自治法の
事務処理特例制度による移譲ではなく、法律による移譲を求めるもの。
　なお、事務処理特例制度によって、少なくとも11道府県で移譲している実績があり、移譲されている自治
体においても、およそ医療計画の病床数の規制等に従わないといった都道府県と連携を図らない事例が想
定しづらいところである。したがって、保健所設置市まで移譲すべき。

○私立幼稚園、認定こども園認可等権限
の市への移譲
　
　私立幼稚園及び認定こども園の認可等
権限を、その財源も含めて市に移譲する。
【全国市長会】

　私立幼稚園及び認定こども園の認可等については、都道府県知事の権限とされており、貴
重な保育資源である幼稚園や認定こども園の活用等において、地域の実情に応じた柔軟な
施策の展開が阻害されている状況にある。
　私立幼稚園及び認定こども園の認可、指導・監査事務等に係る権限をその財源等も含め
て包括的に市へ移譲することにより、幼保連携の取組みが進み、都市における就学前児童
対策を統一的かつ効率的に実施することが可能になるとともに、住民の多様な幼児教育・保
育需要への対応が可能となる。

【事例１】
　私立幼稚園の設置廃止等の認可権限は県に、保育所の設置廃止権限については指定都
市にあり、子育て支援施策において、一元的な執行ができない状態となっており、指定都市
が効果的・効率的に子育て支援施策を行うことへの支障となっている。

【事例２】
　１子育て支援や待機児童対策として施設の空きスペースを利用する際、施設利用の可否
について都道府県の確認を要するため、円滑な施策の実施に支障がある。
　２私立幼稚園等の施設運営等に関するトラブルが生じた際、市内在住の保護者からの苦
情等の問い合わせが、都道府県ではなく市に入る。問い合わせ先が都道府県と市に分散し
ていては市民に混乱をきたすため、市が一体的に施策を実施することが望ましいと考える。

【事例３】
　就学前児童の施策として保育所と幼稚園を一体的に検討する上で、幼稚園に関する権限・
財源が都道府県にあることは、大きな障壁となっている。
具体的な事案としては、
　１私立幼稚園の定員の調整権限を、市が持つことで幼稚園への申し込み状況を勘案した
定員調整などを、タイムラグなしに柔軟に行なうことが必要。
　２都道府県が行なっている補助金を、市の単独補助と併せて行なうことにより、より地域の
実情にあった効率的効果的な補助金制度として再構築できるものと考える。

○高度管理医療機器等販売業・賃貸業許
可権限の希望保健所設置市への移譲
　
　高度管理医療機器等の販売業及び賃貸
業の許可権限を、希望する保健所設置市
に移譲する。
【全国市長会】

第9条

義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に係る提案事項等一覧

　第２次一括法により、平成25年から保健所を設置する市長に対して薬局開設の許可権限
等が都道府県知事から移譲されることとなっている。
　一方、現在、高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業の許可権限は都道府県知事が有
している。
　そのため、薬局の営業と高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業を兼業している場合、
二重行政となり、事業者に負担を課し、住民サービスの低下につながっている。
　薬局開設の許可に併せ、高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業の許可権限を保健所
設置市の市長に移譲すれば、事業者の負担が軽減され、住民に対するサービスの向上を図
ることができる。

○

　希望する保健所設置市の市長及び特別区の区長への移譲について、貴省回答のとおり見直されたい。

×

　子ども・子育て関連３法は、地方公共団体の代表も参画した「子ども・子育て新システム検討会議」のワーキングチームでの議論を重ねた上で、国
会に提出し、衆議院による修正を経て、平成24年８月10日に国会で成立したものである。その中で、改正後の児童福祉法第35条により、保育所の認
可主体は、引き続き都道府県、政令市、中核市が担うこととされている。
　子ども・子育て新制度の施行準備については、実施主体である市町村をはじめ、関係者などと意見交換をしていきながら、平成25年４月に設置す
る「子ども・子育て会議」を中心に検討を行う予定である。

　子ども・子育て支援の新たな制度については、地方公共団体の代表も参画した「子ども・子育て新システム検討会議」のワーキングチームで議論を
重ねた上で、子ども・子育て関連３法案を提出し、衆議院による修正を経て、平成24年８月10日に国会で成立した。子ども・子育て関連３法案におい
て、保育所の認可制度の改善がなされているが、その認可主体については、改正後児童福祉法第35条により、引き続き都道府県、政令市、中核市
が担うこととされている。

○

　高度管理医療機器等及び管理医療機器の販売業及び賃貸業の許可については、都道府県知事から保健所設置市の市長又は特別区の区長へ
権限移譲を行い、許可業務について保健所設置市の市長又は特別区の区長が行うことを薬事法に明記する。

　医療計画は、広域的な見地から、医療資源の効果的活用、医療関係施設間の機能連携の確保等を図るため、都道府県知事の権限で行うべきも
のである。
　また、病院開設許可等についても、医療計画における病床規制と密接不可分であり、都道府県知事が行うことが適当と考えている。
　なお、地方自治法の事務処理特例の規定（地方自治法第252 条の17 の２）に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、病院の開設許可等
の権限を市町村に処理することとすることが可能であるが、その場合も上記に鑑み、都道府県と適切な連携を図ることが適当と考えている。

第7条

○病院開設の許可権限等の希望保健所
設置市への移譲

　病院に係る許可、命令、取消等の権限を
希望する保健所設置市に移譲する。
【全国市長会】

　病院の開設などについては、都道府県の権限とされているところであるが、申請から許可
書交付までの事務処理に時間を要しているところである。
　また、保健所設置市区においては、医療監視に基づく指導を行っていることから、病院は許
可権限を持つ都道府県と二重の指導を受けることとなっている。
　さらに、市内の病院であるにも関わらず、許可権が都道府県にあるため、保健所設置市と
して主体的に指導することができない。
　病院に係る許可、命令、取消等の権限を希望する保健所設置市へ移譲することにより、事
務処理の迅速化が図られるとともに、許可と指導の窓口が同一になることにより、病院に対
し保健所設置市として主体的かつ一貫した指導を行うことが可能となる。

×

　各地域における医療提供体制の整備については、都道府県が二次医療圏を設定するとともに医療計画を策定し、二次医療圏（※）ごとに計画的
に進めている。
※　この二次医療圏の範囲と市町村の範囲は必ずしも一致していない。
　また医療提供体制の整備を進めるに当たっては、二次医療圏の範囲において、病床を含む医療資源の効率的活用や医療関係施設間の連携の
確保等を図っていくことが必要であり、病院の開設許可は、これら医療提供体制の整備の一手段として考えていくことが重要である。
　このように、病床規制を含む医療計画に基づいた医療提供体制の整備と密接不可分である病院の開設許可は、本来、都道府県が行うことが適当
であるというのが原則の考え方であり、仮に、保健所設置市に移譲する場合には、両者の緊密な連携が不可欠である。
　この点を含め、移譲にあたっては、地域の実情を踏まえて、都道府県と保健所設置市との協議を経ることが必要と考えている。
　地方自治法に基づく事務処理特例制度においては、ご指摘によると「少なくとも11道府県で移譲している」とのことだが、都道府県知事は、その事
務権限を移譲するに当たって、移譲先の市町村と協議を行わなければならないとされており、このような制度上の仕組みを通じて両者の密接な連携
が図られた上で、事務権限が移譲されることになる。
　よって、病院開設の許可権限等を希望保健所設置市へ移譲する場合には、法律（医療法）による一律の移譲は適当ではなく、地方自治法に基づく
事務処理特例制度を活用されることで足りると考える。
　なお、ご提案は「希望する保健所設置市への権限移譲」であると承知しているが、法律（医療法）により措置する場合には希望の有無に関わらず一
律に保健所設置市に権限移譲することになるため、適当でないと思われる。

児童福祉法

○児童相談所の設置権限の特別区への
移譲
　
　児童相談所の設置権限を特別区に移譲
する。
【全国市長会】

　近年、都市自治体においては、児童虐待をはじめとする児童の福祉に関する問題に係る
専門的な相談が増加しており、虐待が疑われる場合などには、立入調査から一時保護、児
童福祉施設への措置など一貫した要保護児童対策を実施するなど、地域との連携による対
応が可能な体制整備を進める必要性に迫られているところである。
　このような状況の中、児童相談所の設置については、都道府県の他、指定都市若しくは中
核市又は児童相談所設置市とされており、特別区は含まれていない状況となっている。
　また、東京都においては、東京都が児童相談所を設置し、特別区が「子ども家庭支援セン
ター」を設置する２層体制であることから、事案に対する判断等に温度差が生じるなど迅速な
対応に支障を来している。
　特別区が児童相談所を設置できるようになれば、子育てから要保護児童への対応に至る
までの対応が特別区に一元化され、責任が明確化されるとともに、一層の児童福祉の向上
を図ることができる。

×

児童福祉法

第46条

×

　保育所の設置認可権限は、子ども・子育て支援関連３法施行後も引き続き都道府県、政令市、中核市が
担うこととされたが、左記に記載しているように、保育の実施主体である市町村が自らの判断により地域の
実情に応じた施策を実施できるよう提案に沿った見直しをされたい。

第12条

【保育所の設置認可権限等の移譲】

　保育所の設置認可権限、設置管理基準
を定める権限、指導監督権限を市町村に
移譲すべき。
【全国知事会】

○児童福祉施設設備・運営基準の条例制
定権の権限移譲（都道府県・指定都市・中
核市→市）
【全国市長会】(45条1項）

　市町村が自らの判断により重点的に取り組む施策を選択することが可能になり、地域の実
情に応じた児童福祉施策の展開が可能となる。

　児童相談所の設置については、子育て支援から要保護児童対策に至るまで一貫した児童福祉施策の実施という観点から、中核市程度の人口規
模（30万人以上）を有する市を念頭に置きつつ、政令で個別に指定する市に児童相談所の設置を認めることとしている。現行法では、特別区を児童
相談所設置市に指定することはできず、要望に対応するためには、児童福祉法の改正が必要となる。
　しかしながら、今回の提案からでは、
　１どのような形での移譲を求めているのか（例えば、全ての区か一部の区かなど）が不明である
　２権限の移譲を受けた特別区における事務遂行体制や、東京都との連携体制の確保に関する検討状況といった点がどうなっているのかといった
ことが不明である
といったことから、現時点で、法律改正の必要性を判断することはできない。
　なお、地方自治法第252条の17の２の規定に基づき、条例により、都の権限を区に再配分することも可能と考えられることから、地域の実情を踏ま
えて、具体的に東京都において検討されたい。
　また、東京都と特別区の温度差については、両者の連携を緊密にすることで解消を図るべきものと考える。
（参考）
　児童相談所設置市として個別に定める際の考え方として、以下に掲げる考え方をお示ししている。
　１児童相談所における相談業務のみならず、児童相談所での援助活動を実施するための児童福祉施設の設置の認可、里親の認定、要保護児童
の保護措置及び児童福祉法の適用がある少年について強制措置を必要とする際の家庭裁判所送致等の実施を一貫して行う必要があり、児童相談
所設置市の事務の範囲は指定都市が行う事務の範囲と同一であること
　２国における児童福祉法施行令での指定の手続として、児童相談所設置市への移行を希望する市からの要請があった場合や、当該市での事務
遂行体制の確保や当該市と都道府県との連携体制の確保等について確認すること

　「希望する保健所設置市への移譲」としてしまうと、自治体間で取扱いに差が生じることとなり、混乱等の原因となることが考えられるため望ましくな
いことや、平成25年４月より保健所市等に権限が移譲されることとされている薬局の開設許可等についても一律移譲としているため、高度管理医療
機器等販売業・賃貸業許可権限についても一律に移譲することとしたい。

×

　本提案は、全ての特別区に対して移譲を求めているものである。
　また、事務処理特例制度による移譲ではなく、法律による特別区への移譲を求めているものである。
　児童相談所を特別区に移管する意義は、
１　児童相談行政に関する責任が明確化し、区が主体的に子どもの権利を守ることができること
２　区民等の通告窓口が区に一元化されることにより、児童相談所が、区民にとってより身近になること
３　保健所、保育園、学校等関係機関との緊密な連携を活かし、早期に総合的なアプローチを行うことがで
きること
などが挙げられ、その効果は大きいと考える。
　現在、都区では、「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」を設置し、今後の方向性につい
て検討を重ねているところである。
　特別区が児童相談所を設置できるようになれば、虐待予防から要保護児童への対応に至るまでの対応
が特別区に一元化され、責任が明確化されるとともに、一層の児童福祉の向上を図ることができるようにな
るため、移譲されたい。

　なお、平成20年６月の「都区のあり方検討における協議」で、東京都も、課題解決を前提として「区に移管
する方向で検討」としているところ。

▲

　権限の移譲を受けた特別区における事務遂行体制や、東京都との連携体制の確保に関する検討状況といった点をお示しいただいていないため、
現時点で、法律改正の必要性を判断することができない。
　東京都と特別区の間では、児童相談所のあり方等児童相談行政に関する協議が行われていると聞いており、国としては当事者である東京都と特
別区の協議の結果を踏まえて検討することとしたい。

地方からの意見を踏まえた各府省の再回答各府省からの回答

各府省からの回答に対する地方からの意見法律名 条 項 提案等の概要 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性



<凡例>

○…地方提案等に即し制度改正を行う事項

【厚生労働省】 ×…見直しを行わない事項

回答
（区分）

具体案、理由等
回答

（区分）
具体案、理由等

▲…一部制度改正や運用改善（大臣協議の標準処理期間の設定、解釈の明確化に資する通知の発出、地方提案の趣旨を実現できる他の制度・
       方法の周知等）を行う事項

義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に係る提案事項等一覧

地方からの意見を踏まえた各府省の再回答各府省からの回答

各府省からの回答に対する地方からの意見法律名 条 項 提案等の概要 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性

第2条 ×

　法定受託事務に関する提案であり、今般の調査対象ではないため別途回答。

＜別途回答＞
災害救助法の実施主体は、被災した都道府県とされているが、実質的には、救助の実施事務のほとんどが市町村に委任され、市町村はその委任
に基づき実施しているところである。

　政令指定都市は、一定程度の業務能力を持つことから、都道府県と同列に扱うことが適当との意見がある一方で、現行の他の災害法制との整合
性に問題が生ずるおそれがあり、災害対策に支障が出るとの意見もあると承知している。

　そのため、災害救助法の政令指定都市の位置付けを変更するに当たっては、都道府県とも協議しつつ、災害対策基本法を含めた災害法制全体
の中で政令指定都市の位置づけを整理した上で、判断を行う必要があると考えている。

　被災地等からの強い要請であるため、既に内閣府で着手している災害対策基本法の見直しと合わせ、国
としてを含めた災害法制全体の見直しの中で、その実現に向け積極的に検討願いたい。

第44条 ×

　災害救助法の実施主体は、被災した都道府県とされているが、実質的には、救助の実施事務のほとんどが市町村に委任され、市町村はその委任
に基づき実施しているところである。

　政令指定都市は、一定程度の業務能力を持つことから、都道府県と同列に扱うことが適当との意見がある一方で、現行の他の災害法制との整合
性に問題が生ずるおそれがあり、災害対策に支障が出るとの意見もあると承知している。

　そのため、災害救助法の政令指定都市の位置付けを変更するに当たっては、都道府県とも協議しつつ、災害対策基本法を含めた災害法制全体
の中で政令指定都市の位置づけを整理した上で、判断を行う必要があると考えている。

災害救助法

○災害救助法の救助主体への指定都市
の位置付け
　
　災害救助法において、指定都市を救助主
体として位置付ける。
【全国市長会】

　現行の災害救助法においては、都道府県が救助の主体として定められている。
　しかしながら、大規模災害時においては、都道府県が全ての状況をコントロールすることは
不可能となることが想定され、実際、東日本大震災においては、県を通じたことにより、住民
の救助やプレハブ仮設住宅の建設などの生活支援等に支障が生じただけでなく、救助の対
象範囲の確認、対象範囲の拡大の是非に係る協議、救助費用の精算などについても、調整
に時間を要する結果となった。
　指定都市を災害救助法における救助の主体に位置づけることにより、救助を迅速に行うこ
とが可能になるとともに、指定都市が自立的に救助活動を行うことによって、都道府県は指
定都市以外の甚大な被害を受けた地域の支援により注力することが可能になる。

×

　災害救助法の実施主体は、被災した都道府県とされているが、実質的には、救助の実施事務のほとんどが市町村に委任され、市町村はその委任
に基づき実施しているところである。

　災害救助法における政令指定都市の位置付けを変更するに当たっては、災害救助法のみで議論すべきものではなく、災害対策基本法を含めた災
害法制全体の中で、都道府県（全国知事会）とも協議しつつ、政令指定都市の位置づけを整理した上で、判断しなければならないと考えている。



<凡例>

○…地方提案等に即し制度改正を行う事項

【農林水産省】 ×…見直しを行わない事項

回答（区
分）

具体案、理由等
回答

（区分）
具体案、理由等

第1項 ×

  農地転用許可は、開発行為と一定の距離を置いて判断することが必要であり、現行どおり、都道府県知事許可とすることが適当である。

　なお、平成21年の農地法改正法の附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保の
ための施策の在り方等について検討することとされている。

　農林水産大臣許可の市への権限移譲については、別途回答。

＜別途回答＞
　農地法第４条第１項、第５条第１項（農林水産大臣許可関係）について
　国からの権限移譲については、義務付け・枠付けの見直しの対象外である。
　農地は、すべての国民への食料の安定供給にとって不可欠な資源であり、農業生産が行われることで、国民のための多面的機能が発揮されてい
るものであり、優良農地の確保は国の責務。
　規模の大きな農地の転用許可については、農地がまとまって失われるだけでなく、集団的な優良農地において、周辺農地の無秩序な開発を招くお
それがあるなど影響が大きく、農林水産大臣の国レベルの視点に立った判断を行うことが必要不可欠。
　なお、平成21年の農地法改正法の附則第19条第４項において、同法施行後5年を目途として、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保の
ための施策の在り方等について検討することとされている。

　市においては、長から独立した執行機関である農業委員会があり、農業委員会が関与することで一定の
客観性を担保することが可能である。
　地域住民の参画の下での有効な農地利用や地域のニーズに応じたまちづくり、手続きの迅速化や二重審
査・手続きの解消、さらには農業振興、農地行政の推進を含む総合的・一体的な土地利用の推進のため、
４ha超の転用許可権限も含め、農地法改正法の附則の規定にかかわらず、検討いただきたい。

▲

　農地は、農業生産の基盤として、国民への食料の供給や国土保全等の多面的機能の発揮といった重要な役割を果たしている貴重な資源であり、
その確保が重要である。
　平成21年の農地法改正において転用規制を厳格化し、改正法附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途に、改正法の施行の状況等を
勘案し、適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検
討することとされているところである。
　事務処理の迅速化を図るため、次について周知徹底したい。
①　事業者が許可申請を行うに際し、申請書に添付する必要のある書類は、真に必要と認められるものに限るものとすること
②　地方農政局等は、事前相談があった場合に、基準等の適用上の問題点等を迅速に指摘し、申請書等の提出が適切に行われるよう助言を行う
こと
③　農業委員会は、農業委員会の開催日及び当該開催日ごとの申請書の提出期限を明確にするとともに、農業委員会を弾力的に開催する等によ
り審査の迅速化を図ること
④　地方農政局等は、農地法関係事務処理要領の標準的な事務処理期間内に事務が完了されるよう迅速に処理すること

第5項 ×

  当該規定は、公共施設の設置をするための農地転用について、施設の周辺において無秩序なかい廃を誘発している事例等が見られたことから、
平成21年の農地法改正により導入されたものであり、今後においても当該協議は必要である。

　なお、平成21年の農地法改正法の附則第19条第4項において、同法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保の
ための施策の在り方等について検討することとされている。

　農地法改正法の附則の規定にかかわらず、検討いただきたい。

▲

　農地は、農業生産の基盤として、国民への食料の供給や国土保全等の多面的機能の発揮といった重要な役割を果たしている貴重な資源であり、
その確保が重要である。
　平成21年の農地法改正において転用規制を厳格化し、改正法附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途に、改正法の施行の状況等を
勘案し、適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検
討することとされているところである。
　事務処理の迅速化を図るため、次について周知徹底したい。
①　事業者が許可申請を行うに際し、申請書に添付する必要のある書類は、真に必要と認められるものに限るものとすること
②　地方農政局等は、事前相談があった場合に、基準等の適用上の問題点等を迅速に指摘し、申請書等の提出が適切に行われるよう助言を行う
こと
③　農業委員会は、農業委員会の開催日及び当該開催日ごとの申請書の提出期限を明確にするとともに、農業委員会を弾力的に開催する等によ
り審査の迅速化を図ること
④　地方農政局等は、農地法関係事務処理要領の標準的な事務処理期間内に事務が完了されるよう迅速に処理すること

第1項 ×

  農地転用許可は、開発行為と一定の距離を置いて判断することが必要であり、現行どおり、都道府県知事許可とすることが適当である。

　なお、平成21年の農地法改正法の附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保の
ための施策の在り方等について検討することとされている。

　農林水産大臣許可の市への権限移譲については、別途回答。

＜別途回答＞
　農地法第４条第１項、第５条第１項（農林水産大臣許可関係）について
　国からの権限移譲については、義務付け・枠付けの見直しの対象外である。
　農地は、すべての国民への食料の安定供給にとって不可欠な資源であり、農業生産が行われることで、国民のための多面的機能が発揮されてい
るものであり、優良農地の確保は国の責務。
　規模の大きな農地の転用許可については、農地がまとまって失われるだけでなく、集団的な優良農地において、周辺農地の無秩序な開発を招くお
それがあるなど影響が大きく、農林水産大臣の国レベルの視点に立った判断を行うことが必要不可欠。
　なお、平成21年の農地法改正法の附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保の
ための施策の在り方等について検討することとされている。

　市においては、長から独立した執行機関である農業委員会があり、農業委員会が関与することで一定の
客観性を担保することが可能である。
　地域住民の参画の下での有効な農地利用や地域のニーズに応じたまちづくり、手続きの迅速化や二重審
査・手続きの解消、さらには農業振興、農地行政の推進を含む総合的・一体的な土地利用の推進のため、
４ha超の転用許可権限も含め、農地法改正法の附則の規定にかかわらず、検討いただきたい。

▲

　農地は、農業生産の基盤として、国民への食料の供給や国土保全等の多面的機能の発揮といった重要な役割を果たしている貴重な資源であり、
その確保が重要である。
　平成21年の農地法改正において転用規制を厳格化し、改正法附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途に、改正法の施行の状況等を
勘案し、適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検
討することとされているところである。
　事務処理の迅速化を図るため、次について周知徹底したい。
①　事業者が許可申請を行うに際し、申請書に添付する必要のある書類は、真に必要と認められるものに限るものとすること
②　地方農政局等は、事前相談があった場合に、基準等の適用上の問題点等を迅速に指摘し、申請書等の提出が適切に行われるよう助言を行う
こと
③　農業委員会は、農業委員会の開催日及び当該開催日ごとの申請書の提出期限を明確にするとともに、農業委員会を弾力的に開催する等によ
り審査の迅速化を図ること
④　地方農政局等は、農地法関係事務処理要領の標準的な事務処理期間内に事務が完了されるよう迅速に処理すること

第4項 ×

　当該規定は、公共施設の設置をするための農地転用について、施設の周辺において無秩序なかい廃を誘発している事例等が見られたことから、
平成21年の農地法改正により導入されたものであり、今後においても当該協議は必要である。

  なお、平成21年の農地法改正法の附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保の
ための施策の在り方等について検討することとされている。

　農地法改正法の附則の規定にかかわらず、検討いただきたい。

▲

　農地は、農業生産の基盤として、国民への食料の供給や国土保全等の多面的機能の発揮といった重要な役割を果たしている貴重な資源であり、
その確保が重要である。
　平成21年の農地法改正において転用規制を厳格化し、改正法附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途に、改正法の施行の状況等を
勘案し、適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検
討することとされているところである。
　事務処理の迅速化を図るため、次について周知徹底したい。
①　事業者が許可申請を行うに際し、申請書に添付する必要のある書類は、真に必要と認められるものに限るものとすること
②　地方農政局等は、事前相談があった場合に、基準等の適用上の問題点等を迅速に指摘し、申請書等の提出が適切に行われるよう助言を行う
こと
③　農業委員会は、農業委員会の開催日及び当該開催日ごとの申請書の提出期限を明確にするとともに、農業委員会を弾力的に開催する等によ
り審査の迅速化を図ること
④　地方農政局等は、農地法関係事務処理要領の標準的な事務処理期間内に事務が完了されるよう迅速に処理すること

第51条 第1項 ×

　違反転用に対する処分については、農地転用の許可権者が行うことが適当である。 　農地法第４条及び第５条と関連のある規定であるため、併せて見直すことが必要である。

▲

　農地は、農業生産の基盤として、国民への食料の供給や国土保全等の多面的機能の発揮といった重要な役割を果たしている貴重な資源であり、
その確保が重要である。
　平成21年の農地法改正において転用規制を厳格化し、改正法附則第19条第４項において、同法施行後５年を目途に、改正法の施行の状況等を
勘案し、適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検
討することとされているところである。
　事務処理の迅速化を図るため、次について周知徹底したい。
①　事業者が許可申請を行うに際し、申請書に添付する必要のある書類は、真に必要と認められるものに限るものとすること
②　地方農政局等は、事前相談があった場合に、基準等の適用上の問題点等を迅速に指摘し、申請書等の提出が適切に行われるよう助言を行う
こと
③　農業委員会は、農業委員会の開催日及び当該開催日ごとの申請書の提出期限を明確にするとともに、農業委員会を弾力的に開催する等によ
り審査の迅速化を図ること
④　地方農政局等は、農地法関係事務処理要領の標準的な事務処理期間内に事務が完了されるよう迅速に処理すること

第4条 第1項

第5条 第1項

第6条 第1項

第7条 第1項

第13条 第1項 ×

　別途回答

＜別途回答＞
　農業振興地域の整備に関する法律第13条第１項について
　地方分権推進委員会第３次勧告において、「地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を行うために計画を策定する場
合」について存置が許容されており、義務付け・枠付けの見直しの対象外である。
　農振法においては、国が確保すべき農用地等の面積の目標等を基本指針で定め、これに基づいて都道府県知事が基本方針を定めるものであり、
「地方自治体の区域を超える一定の地域について総量的な規制・管理を行うために計画を策定する場合」にあたるところ。

　農振法第４条等と関連のある規定であるため、併せて見直すことが必要である。

×

　都道府県知事が基本方針を変更するに当たって、市町村の農業振興等に係る考え方等を十分聴取し調整するよう、周知徹底したい。

第13条 第3項 ×

  都道府県知事は、農振法第４第２項第１号に基づき、農業振興地域整備基本方針に確保すべき農用地等の目標面積を定めており、農地の確保に
支障が生じないよう、都道府県知事が基本方針の変更に伴う市町村の農用地利用計画の変更を行うべきこと等の指示を行えるようにしておくことが
必要である。

　農振法第４条等と関連のある規定であるため、併せて見直すことが必要である。

×

　都道府県知事は、基本方針で農用地区域内農地の都道府県の目標面積を定めており、農地の確保に支障が生じないよう、都道府県知事が農用
地利用計画の変更に必要な措置をとるべきことを指示できるようにしておくことが不可欠である。
　指示に当たって、検討段階から市町村の農業振興等に係る考え方等を十分聴取し調整するよう、周知徹底したい。

第13条
の2

第3項 ×

　別途回答

＜別途回答＞
　農業振興地域の整備に関する法律第13条の２第３項について
　地方分権推進委員会第２次勧告において、「地方自治体が私有財産制度、法人制度等の私法秩序の根幹となる制度に関わる事務を処理する場
合」について存置が許容されており、義務付け・枠付けの見直しの対象外である。
　農振法の交換分合制度は、市町村の交換分合計画により私有財産である農用地等の権利の移転等を行うものであり、「地方自治体が私有財産
制度、法人制度等の私法秩序の根幹となる制度に係る事務を処理する場合」にあたるところ。

　農振法第４条等と関連のある規定であるため、併せて見直すことが必要である。

×

　事務処理の迅速化の観点から、交換分合計画に係る知事の認可について、国が標準的な事務処理期間を定め周知徹底したい。

第5条

○農業振興地域の指定・変更等権限の市
への移譲、農用地利用計画に係る都道府
県との同意・協議の廃止等
 
　農業振興地域の指定・変更等に係る権
限を市に移譲する。
　【全国市長会】 ×

各府省からの回答

各府省からの回答に対する地方からの意見

地方からの意見を踏まえた各府省の再回答

　全国一律の農業施策では、農業従事者の高齢化や経営規模、農用地周辺地域とのバラン
スなど、地域の実態に合った都市農業施策を迅速に実施することができない。
　また、土地利用に係る総合的な権限が市にないため、地域独自の土地利用を行うことがで
きず、地域振興の妨げとなっている。
　さらに、雇用創出及び自主財源確保のための企業誘致等の支障となっている。
　市による主体的・計画的な土地利用を行えるようになれば、農業と工業のバランスある土
地利用が促進されるとともに、生産性の高い農業と新成長産業の集積が実現できるほか、
耕作放棄地となるリスクの低減、地域にあった土地利用の展開、違法転用の解消に資する
ことができる。

▲…一部制度改正や運用改善（大臣協議の標準処理期間の設定、解釈の明確化に資する通知の発出、地方提案の趣旨を実現できる他の制度・
       方法の周知等）を行う事項

義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に係る提案事項等一覧

農業振興地域の整備に関
する法律

農地法

項 提案等の概要法律名 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性

　農業振興地域は、国の基本指針を踏まえ、個々の市町村の区域にとどまらない都道府県レベルの観点から、当該都道府県内の農地、水、産地等
の状況を考慮して、土地改良事業等の農業振興施策を実施していくべき具体的な地域を指定するものである。
　また、農業振興地域の中で農用地区域が設定されることから、当該地域の指定は、基本方針における都道府県の農用地区域内農地の目標面積
と密接不可分である。
　このため、都道府県知事が、市町村と協議しつつ、広域的見地から一体として指定することが適当である。
　農業振興地域の指定に当たって、検討段階から市町村の農業振興等に係る考え方等を十分聴取し調整するよう、周知徹底したい。

  国民への食料の安定供給を図るためには、優良農地を確保するとともに、国、都道府県及び市町村が一体となって、農業に関する公共投資等の
農業施策を実施することが必要である。

　このため、農振法においては、都道府県知事は、農用地等の確保に関する事項等について国が定める基本指針に基づき、基本方針を定めるとと
もに農業振興地域を指定し、市町村は、都道府県知事の基本方針に基づき整備計画を策定するとともに当該計画に従って農業振興施策を実施す
ることとしている。

　このように、国民への食料の安定供給の観点から、優良農地を確保し、その適切な管理を図るための仕組みとして、都道府県知事による基本方
針の策定等は必要である。

　食料の安定確保のためには、単に優良農地を量的に確保するのではなく、担い手農業者の確保や農村
地域における生活環境や雇用の場の確保、高齢者のための福祉環境の整備など、多面的観点から地域の
実態に合った農業施策が必要であり、これを迅速に実施することができるのは、基礎自治体である。
　従って、都道府県知事による基本方針の策定を否定するものではないが、第６条の農業振興地域の指定
は基礎自治体に任せるべきである。
　農業と工業のバランスある土地利用の促進、生産性の高い農業と新成長産業の集積の実現、耕作放棄
地となるリスクの低減、違法転用の解消など地域にあった土地利用の展開のため、本会提案に沿った見直
しを行っていただきたい。

第4条

×

【農地転用許可権限の移譲】

　２ha以下の農地転用許可を市町村に移
譲し、４ha超の農地転用許可を都道府県に
移譲すべき。
【全国知事会】

　農地転用許可権限を市に移譲した上で
市の自治事務とするとともに、これに係る
国との協議を廃止して報告とし、都道府県
農業会議への諮問の義務付けを廃止す
る。
【全国市長会】

条

　農地転用においては、市農業委員会において農地転用許可申請を受理してから、国との
協議や都道府県農業会議に対する諮問に多大な時間を要している。
　また、市に主体性がないため、地域住民等が求めている総合的・一体的な土地利用を図る
ことができず、さらには市による主体的な農地行政等の推進が阻害されている状況となって
いる。
　市に権限が移譲されれば、地域住民の参画の下での有効な農地利用や地域のニーズに
応じたまちづくりが可能となるとともに、手続きの迅速化や二重審査・手続きの解消や、農業
振興、農地行政の推進を含む総合的・一体的な土地利用が可能となる。

なお、国からの権限移譲については、義務付け・枠付けの見直しの検討対象外。

なお、国からの権限移譲については、義務付け・枠付けの見直しの検討対象外。

なお、国からの権限移譲については、義務付け・枠付けの見直しの検討対象外。

なお、国からの権限移譲については、義務付け・枠付けの見直しの検討対象外。

なお、国からの権限移譲については、義務付け・枠付けの見直しの検討対象外。

なお、当該条項は、地方分権推進委員会第３次勧告において、「地方自治体の区域を越える一定の地域に
ついて総量的な規制・管理を行うために計画を策定する場合」について存置が許容されており、義務付け・枠
付けの見直しの検討対象外。

なお、当該条項は、地方分権推進委員会第２次勧告において、「地方自治体が私有財産制度、法人制度等
の私法秩序の根幹となる制度に係る事務を処理する場合」について存置が許容されており、義務付け・枠付け
の見直しの検討対象外。



<凡例>

○…地方提案等に即し制度改正を行う事項

【国土交通省】 ×…見直しを行わない事項

回答
（区分）

具体案、理由等
回答

（区分）
具体案、理由等

第4条 第1項

第10条 第1項

第4項

第7項

第13条 第1項

第1項

第2項

第3項

第1項

第4項

第2項

第3項

第51条
の2

第1項

第51条
の10

第1項

第51条
の11

第1項

第1項

第2項

第52条 第1項

第1項

第3項

第4項

第8項

第12項

第86条 第1項

第97条 第1項

第1項

第2項

第3項

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第6項

第7項

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第7条の
9

第1項

第11条 第1項

第11条 第3項

第50条
の2

第1項

第72条 第1項

第124条 第3項

第124条
の2

第125条

第125条
の2

第15条 第1項

第87条
の2

第1項

都市計画法
第87条

の3
第1項

○用途地域等の都市計画決定権限の特
別区への移譲

　用途地域、特例容積率適用地区、高層
住居誘導地区に関する都市計画決定及び
再開発等促進区を定める地区計画（３ヘク
タール超）の都市計画決定権限を特別区
に移譲する。
【全国市長会】

　三大都市圏等における用途地域等の都市計画決定権限が市町村に移譲されたが、特別
区においては、引き続き東京都に残されたままとなっている。
　しかし、用途地域等の決定は合理的土地利用を図る最も基本的な制度であり、東京大都
市地域の一体性は国土形成計画等の広域計画や、知事や関係自治体と協議を行うことで
広域的な観点及び都道府県決定計画との整合性は確保されるため、特別区に移譲されたと
しても、東京の都市づくりにマイナスの影響を与えるものではない。
　用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区に関する都市計画決定及び再開発
等促進区を定める地区計画（３ヘクタール超）の都市計画決定権限が特別区に移譲されれ
ば、土地利用の実情を踏まえた都市計画が可能となり、住民自治に基づく活気ある地域社
会の実現を図ることができる。

×

　東京都の特別区については、区の行政界を超えて市街地が連たんしており、旧東京市（現在の23区に相当）を一の都市として用途配分（指定）が
なされてきたことから、東京都に用途地域等の決定権限を存置するべきであり、本規定の変更等は困難である。

　貴省からの回答では、権限移譲が困難な理由として、区の行政界を超えて市街地が連たんしていること
と、これまで旧東京市を一の都市として用途配分がなされてきたことを挙げている。しかし、行政界を超えて
連たんしている東京圏の特別区以外の自治体は権限移譲の対象となっている。このことから、適切な提案
と認識しており、特別区が都市計画を担うことで安心と魅力をそなえた都市づくりにつながるものと考える。
  また、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区及び再開発等促進区を定める地区計画（３ヘクタール
超）に関しては、地区を限定して都市計画に定めることから、都市計画決定権限を東京都に存置する理由
について、市街地の連担や東京大都市地域の一体性に求めることはできない。
　以上から、東京大都市地域の一体性は国土形成計画等の広域計画や、知事や関係自治体と協議を行う
ことで広域的な観点及び都道府県決定計画との整合性は確保されるため、特別区に移譲されたとしても、
東京の都市づくりにマイナスの影響を与えるものではなく、基礎自治体である市町村に移譲した経緯を踏ま
え、広域自治体である東京都から基礎的自治体である特別区に対して移譲されたい。

×

　特別区は、他の自治体と異なり相互に市街地が連坦していることから、特別区相互間の広域調整を確保するため、法律上の制度として東京都に
用途地域等の決定権限を存置しているものであり、本規定の変更等は困難である。

都市計画法 第78条 第1項

○開発審査会の設置権限の希望市への
移譲

　開発審査会を、希望する市において設置
できるようにする。
【全国市長会】

　都道府県開発審査会の判断が地域の実情に即しておらず、また都道府県開発審査会との
調整事務及び開発審査会での決定までの期間が長期化しており、市の円滑かつ迅速な土
地利用の妨げとなっている。
　開発審査会を設置できるようになれば、各地域の実情に即した、円滑な土地利用を行うこ
とができるようになる。

×

　開発審査会については、開発許可処分を行う地方公共団体の附属機関として、開発許可処分が公正かつ慎重なものとなるよう議決等を行うことと
されていることから、開発許可権限を有する地方公共団体に設置するのが適切である。したがって、開発許可権限を有しない市に、一律に開発審査
会の設置権限を移譲することは困難である。

　提案のあった市では、事務処理特例制度により既に開発許可権限の移譲を受けているところ。
　今後、関係法令の改正も視野に入れ、ご検討いただきたい。

×

　開発審査会については、都市計画法上開発許可権限を有する指定都市等に設置することとされており、開発許可権限を有しないそれ以外の市
に、開発審査会の設置権限を移譲することは困難である。

各府省からの回答に対する地方からの意見具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性

▲…一部制度改正や運用改善（大臣協議の標準処理期間の設定、解釈の明確化に資する通知の発出、地方提案の趣旨を実現できる他の制度・
       方法の周知等）を行う事項

地方からの意見を踏まえて各府省の再回答

義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に係る提案事項等一覧

法律名 条 項 提案等の概要

各府省からの回答

×

　一般市町村の一律な取扱いを求めているものではないという趣旨であるならば、現行の事務処理特例制度により、都道府県知事が市町村と協議
の上で開発許可に関する事務の移譲を行っていくことが適切であると考える。
なお、開発許可件数等の開発許可に関する状況によって、適切な判断を行うために必要となる事務執行体制は変わり得るため、一概に示すことは
困難であるが、そのような事務執行体制を有するかどうかの判断も含め、都道府県知事が市町村と協議の上で当該事務の移譲を行っていくことが
適切であると考える。

　都道府県知事が処理している個人施行者又は再開発会社による第一種市街地再開発事業の施行の認可、市街地再開発組合の設立及び事業計
画の認可、個人施行者、市街地再開発組合又は再開発会社による第一種市街地再開発事業の権利変換計画の認可並びに同事業に対する措置
命令及び監督（７条の９第１項、11条１項から３項、50条の２第１項、72条１項、124条３項、124条の２、125条、125条の２）については、指定都市へ移
譲する。

　・一般市町村の一律な取扱いを求めているものではなく、住民に良質な住環境を確保する観点から、開発
行為等の制限に関する事務を適切に行い得る体制を整備するところに、義務付け・枠付けに関するものと
して、権限移譲を提案するもの。

　・なお、専門的知識、技術を備え、適切な判断を行うことができる事務執行体制とはどのような体制か、ま
た、人口規模で体制が整うとする根拠をお示し願いたい。

　都道府県が処理している都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（６条の２）の決定等のうち、一の市域内で完結する都市計画区域に係るも
のについては、第30次地方制度調査会の審議状況を踏まえつつ、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整機能や関連する制度との整
合性が確保される場合には、指定都市へ移譲する。

○

 　「区域区分」の決定権限が指定都市に移譲されたが、区域区分を定めるときは「都市計画
区域の整備、開発及び保全の方針」にその区域区分の方針を定めることとされており、区域
区分の変更に当たっては道府県との協議、調整が必要となっている。一つの市が一つの都
市計画区域とされている場合は、区域区分の決定権限と「都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針」の決定権限が分かれていることにより、手続きが複雑･非効率となっているとと
もに、地域の実情に応じた柔軟で総合的・一体的な都市づくりが主体的に実施できない状況
となっている。
　個性豊かで活力に満ちたまちづくりの形成に向け、都市の自主性かつ独自性をより一層発
揮するため、「住宅市街地の開発整備の方針」等の都市計画の更なる地方分権化を推進す
る必要がある。
  また、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「都市計画決定」に際して国・都道
府県との同意・協議が必要となっており、総合的・一体的な都市づくりに向けて、市で完結す
ることができない。
  決定権限の移譲、国の関与を廃止することにより、地域の実情や特徴を活かした魅力ある
まちづくりのための柔軟で創意工夫に満ちた積極的な取り組みが一層推進できるようになる
とともに、迅速かつ効率的な業務の遂行や、市民・事業者に対してわかり易い都市計画とす
ることができる。

　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針を定
めるよう努めることとされており、それらの都市計画には、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区、都市施設に関する都
市計画等の都道府県が決定する都市計画も含まれているため、広域の見地から都道府県が決定することが適切である。
　また、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるに当たっては、広域的観点を確保するため、必要に応じ、隣接・近接する他の都市計
画区域や都市計画区域外の現況及び今後の見通しを勘案することが望ましいことからも、広域の見地から都道府県が決定することが適切である。
　そのため、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定権限を市に移譲することは困難である。

　市施行の市街地再開発事業の認可の主体については、地域の利害と一定の距離を置いた第三者がチェックを行い、公平性・公正性を確保するこ
とが必要であることから、事業の認定は都道府県知事が行っているところである。　したがって、市施行の市街地再開発事業の認可については、都
道府県知事が行うこととすべきであり、移譲は困難である。

　土地区画整理事業は、その事業の性質から関係権利者の権利に強い制限をかけるものであり、事業の施行については、慎重な判断をすべきもの
である。そのため、土地区画整理事業の認可の主体については、地域の利害と一定の距離を置いた第三者がチェックを行い、公平性・公正性を確
保することを必要としているところ。従って、市施行の土地区画整理事業の認可については、都道府県知事が行うこととすべきであり、都道府県知事
による認可を廃止することは困難である。

　個人・整理会社施行の認可、組合の設立の認可については、認可権限を市に移譲した場合においても、前述の第三者のチェックは担保できるが、
認可権限を一律に市に移譲することとなれば、専門的知識、技術を備え、適切な判断を行うことができる事務執行体制が不十分のまま事業認可等
に関する事務を行わなければならない市も想定されること、許可審査は一定の専門知識等の蓄積が必要であるところ、一定規模の人口を有してい
なければ、審査を行う機会が少ないと考えられるため、一定の専門的知識等が蓄積されにくいこと等から、本法の施行に支障を及ぼすとともに、法
が担保すべき私人の財産権の保護に著しい不利益を及ぼす可能性があるため、一律の移譲は困難である。

　また、ご指摘いただいているところであるが、現行法規においても、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定により、条例による事務処理の
特例を設けることが可能であるため、認可事務の体制を構築することが可能である市については、同制度の利用を再考願いたい。

　地方公共団体が施行する土地区画整理事業は、市町村にあっては都道府県知事の認可
を受けなければならないとなっているが、市町村の独自性や地区の特徴を生かした事業が
都道府県の評価を受けることで標準化される傾向があり、さらに認可に伴う事務処理などに
時間を要すことから事業完了までの期間が長くなるなどの弊害がある。
　また、個人施行による事業認可等についても、より身近な市による認可、指導を行い、市の
計画等に沿った区画整理事業を進めることができない。
　土地区画整理事業に係る認可権限等が移譲されれば、事業期間の短縮や申請者の利便
性の向上につながるとともに、市の独自性を発揮することが可能となり、市の計画に沿った
区画整理事業を進めることができる。

　市施行の土地区画整理事業の認可の主体については、地域の利害と一定の距離を置いた第三者がチェックを行い、公平性・公正性を確保するこ
とが必要であることから、事業の認定は都道府県知事が行っているところである。　したがって、市施行の土地区画整理事業の認可については、都
道府県知事が行うこととすべきであり、移譲は困難である。
　また、個人・区画整理会社による土地区画整理事業の施行の認可、土地区画整理組合の設立認可、換地計画の認可、及び個人施行による土地
区画整理事業に対する監督に関する権限については、私人の財産権の保護に大きな影響を及ぼすことから、事業の円滑な施行の担保と私人の財
産権の制限との比較考量や技術的な審査を慎重かつ適切に行える者である都道府県知事の許可を要することとしており、これらの許可権等の市町
村への移譲に当たっては、事務処理に必要とされる専門的知識、技術を備え、適切な判断を行うことができる事務執行体制の有無を考慮する必要
があり、これらの能力を有するものとして一定の人口規模の市（指定都市・中核市・特例市）に権限を移譲しているところである。
　仮に一律に市に移譲することとなれば、専門的知識、技術を備え、適切な判断を行うことができる事務執行体制が不十分のまま事業認可等に関
する事務を行わなければならない市も想定されること、許可審査は一定の専門知識等の蓄積が必要であるところ、一定規模の人口を有していなけ
れば、審査を行う機会が少ないと考えられるため、一定の専門的知識等が蓄積されにくいこと等から、本法の施行に支障を及ぼすとともに、法が担
保すべき私人の財産権の保護に著しい不利益を及ぼす可能性がある。

　都道府県の評価を受けることで市の独自性や、地区の特徴を生かした事業が標準化されてしまい、もっと
も住民に身近で地域に詳しい許可処理事務の支障になっている。都市計画決定権者と土地区画整理事業
許可権者が同一になることで都市計画に定める整備の方針との整合性が取れ、自治体における自主性、
自立性を出すことができることからも、権限を移譲されたい。
　また、 個人の財産権に対して重大な制約を及ぼす事業専門的知識・技術を備えた組織が事業執行の支
障になるとされているが、本会が従前より提言している通り、権限移譲による事務量増に見合う人員の確保
や研修・相談体制、都市自治体への職員派遣等人・財源の協力体制の確立により対応すべきである。その
ため、国・都道府県による積極的かつ万全の協力体制の構築を願いたい。
　さらに、土地区画整理法第４条第１項（個人施行等の認可）については、本会が把握しているだけでも、事
務処理特例制度により33都道府県において市町村へ移譲されている実態があるとともに、市においても土
地区画整理事業を行っている実績があることから、事務執行体制やノウハウがないとは一概に言えるもの
ではないと考える。
　なお、個人・整理会社施行の許可、整理組合の設立許可においては、第三者性も担保されるものである。

×

○土地区画整理事業の施行認可権限等
の市への移譲

　市が決定をした土地区画整理事業にお
いては、認可権限を市に移譲するととも
に、個人・区画整理会社による土地区画整
理事業の施行の認可、土地区画整理組合
の設立認可、換地計画の認可、及び個人
施行による土地区画整理事業に対する監
督に関する権限を市に移譲する。
【全国市長会】

第45条

第55条

第125条

第125条
の2

第124条

第14条

第39条

第11条

土地区画整理法

第51条
の13

○市街地再開発事業認可権限の市への
移譲等

　市が決定をした市街地再開発事業にお
いては、認可権限を市へ移譲し、都道府県
知事に協議する仕組みとする。

　都道府県の評価を受けることで市の独自性や、地区の特徴を生かした事業が標準化されてしまい、もっと
も住民に身近で地域に詳しい許可事務が行えなくなっているため、権限を移譲されたい。

　本会の提案する権限移譲は、一つの市が一つの都市計画区域とされている場合の移譲であり、一の市
町村の区域を超える広域の都市計画は含まれない。
　実質的には、市が地元説明・調整を行い、素案を作成し、ほぼそのままの案が県において決定されてい
る。また、従来より各種都市計画の原案作成段階において近隣市町村と水平的・対等な連携協力を図るな
ど、市が自ら広域調整を行っている。よって、この場合、都道府県が広域の見地から決定する必要性は低
いと考えれる。
　より身近な市町村の都市計画より都道府県の都市計画が優先されることにより地域の実情や、将来像に
合わせた土地利用がされ難いため、早急に権限を移譲されたい。

第34条都市計画法

都市再開発法

市街化調整区域における開発行為につい
て
１都市計画法第34条第11号で、概ね50戸
以上の建築物が連たんしている地域は都
道府県条例で定めることとしているが、こ
れを市町村の条例で定めることとし、市町
村において開発許可ができるようにする。
２同条第12号の、「市街化を促進する恐れ
がなく、市街化区域内において開発が困難
である場合は、都道府県の条例において
定められた区域内において開発が可能」と
されているが、これを市町村の条例で定め
ることとし、市町村において開発許可がで
きるようにする。
３同条第14号に係る開発は、都道府県の
設置する開発審査会を経て許可されること
になっているが、その地域に居住するため
に必要な自己用住宅などの開発について
は、市町村の設置する開発審査会議を経
て、市町村において許可できるようにする。
【全国町村会】

×

×都市計画法

一の市域内で完結する都市計画に係る
「都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針」の決定権限を、指定都市及び希望
する市に移譲する。
【全国市長会】

××

　市街化調整区域における開発行為については農地転用を伴うものが多い等、開発許可関係の事務については、農地転用許可（農林水産大臣、
都道府県＋事務処理委任市の事務）、社会福祉関係事務（都道府県、指定都市、中核市＋事務処理委任市の事務）、建築基準法関係手続（建築
主事設置市の事務）等他の分野と一体的に扱うことが重要であり、これまではこうした関連領域を念頭に置きつつセットで分担を決めることが可能で
あったことから、他の分野と切り離された一律な移譲を行うこととすると、運用において混乱を招くおそれがある。
　また、開発行為等の制限は、財産権に対する重大な制約であり、また、私人の生命・財産の安全性に大きな影響を及ぼすことから、事業の円滑な
施行の担保と私人の財産権の制限との比較考量や技術的な審査を慎重かつ適切に行える者である都道府県知事の許可を要することとしており、こ
れらの許可権等の市町村への移譲に当たっては、事務処理に必要とされる専門的知識、技術を備え、適切な判断を行うことができる事務執行体制
の有無を考慮する必要があり、これらの能力を有するものとして一定の人口規模の市（指定都市・中核市・特例市）に権限を移譲しているところであ
る。
　仮に一律に市町村に移譲することとなれば、専門的知識、技術を備え、適切な判断を行うことができる事務執行体制が不十分のまま開発行為等
の制限に関する事務を行わなければならない市町村も想定されること、許可審査は一定の専門知識等の蓄積が必要であるところ、一定規模の人口
を有していなければ、開発行為等の許可審査を行う機会が少ないと考えられるため、一定の専門的知識等が蓄積されにくいこと等から、本法の施行
に支障を及ぼすとともに、法が担保すべき私人の財産権の保護や生命・財産の安全性に著しい不利益を及ぼす可能性がある。
　したがって、現行の事務処理特例制度により、市町村の規模・能力や他分野の法令に係る権限配分の状況等の地域の実情に即し都道府県知事
が市町村と協議の上で移譲を行っていくことが適切であるため、開発許可権限を一律に市町村に移譲することは困難である。
　
　都市計画法第34条第11号及び第12号の条例については、その制定に当たって、開発区域の周辺における市街化の促進の可能性の有無等の判
断を行う必要があることから、開発許可権限を有する地方公共団体が定めることが適切であり、また、開発審査会については、開発許可処分を行う
地方公共団体の附属機関として、開発許可処分が公正かつ慎重なものとなるよう議決等を行うこととされていることから、開発許可権限を有する地
方公共団体に設置することが適切である。したがって、開発許可権限を有しない市町村に、一律に同条第11号及び第12号の条例の制定権限並び
に開発審査会の設置権限を移譲することは困難である。

　地方公共団体が施行する市街地再開発事業は、市町村にあっては都道府県知事の認可
を受けなければならないとなっているが、市の独自性や地区の特徴を生かした事業が都道
府県の評価を受けることで標準化される傾向があり、かつ認可に伴う事務処理などに時間を
要すことから事業完了までの期間が長くなるなどの弊害がある。
　権限が移譲されれば、住民に最も身近で地域の実情に詳しい市において事務処理を行う
ことにより、市の独自性が発揮できるとともに、事業期間を短縮することができる。

町外からの、居住（住宅建築）希望者が多数いる中、約8割が市街化調整区域となっており、
一定の条件を満たす土地でなければ住宅建築ができない。また、市街化調整区域にも集落
を形成している場所があるが、その場所でも建築制限があることに疑問がある。
よって、各市町村の実情に沿った独自の都市計画が展開できるよう都市計画法を見直すべ
き。

○



<凡例>

○…地方提案等に即し制度改正を行う事項

【国土交通省】 ×…見直しを行わない事項

回答
（区分）

具体案、理由等
回答

（区分）
具体案、理由等

各府省からの回答に対する地方からの意見具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性

▲…一部制度改正や運用改善（大臣協議の標準処理期間の設定、解釈の明確化に資する通知の発出、地方提案の趣旨を実現できる他の制度・
       方法の周知等）を行う事項

地方からの意見を踏まえて各府省の再回答

義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に係る提案事項等一覧

法律名 条 項 提案等の概要

各府省からの回答

第1項

第2項

第3項

第1項

第2項

第3項

第59条

　河川は水系一貫管理が原則であり、都道府県から指定都市へ管理権限が移譲され、上下流・左右岸で管理者が異なることとなった場合であって
も、確実に適切な管理がなされる必要がある。
　さらに、従前と同等の管理水準を確保するためには、技術や経験の継承、管理費用等の財源の確保が重要である。
　上記のような課題がある中では、指定都市ごとの実情に応じて、指定都市の管理について個別に調整する必要があることから、一律に指定都市
の長に管理権限を移譲することは適当ではないものと考える。
　前回回答したとおり、　現行法においても、河川法第１０条第２項に基づいて、二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であって、都道府県
知事が指定する区間については、当該指定都市の長が管理することができることとされていることから、引き続き都道府県と協議の上、進めていた
だきたい。

　現在、指定都市は区域内にある国土交通大臣が指定する区間の一級河川、都道府県知
事が指定する二級河川の管理権限を有しているが、指定都市域内の河川に関するすべて
の権限を有しないことにより、総合的・一体的な治水対策・災害対策が困難となっている。
  また、二級河川の管理は、原則都道府県が行うこととなっているが、除草や浚渫等の市民
要望に対し迅速な対応ができないほか、河川における親水公園化など、周辺のまちづくりと
一体となった河川整備もできない状況となっている。
  さらに、格上げ二級河川の占用許可においては、都道府県への申請に市の副申書を要す
るとともに、都道府県・市の両方で協議・手続きを要し、速やかな事務処理に支障をきたして
いる。
　指定都市にこれら河川管理権限が移譲され、基礎自治体が自治会・町内会及び市民団体
等と一体となって河川を一元的に管理することにより、効率的・効果的・総合的な治水対策・
災害対策が可能となるとともに、市民からの要望に迅速に対応できるほか、下水道事業や道
路事業との連携等、まちづくりと一体となった河川整備を積極的に推進することができるよう
になる。

　平成12年には、重複行政の解消の観点から、河川法が改正され、指定都市の長が都道府県と協議の
上、一級・二級河川の管理ができるようになり、随時協議を進めているが、現状では、指定都市の区域内で
完結している河川であっても、いまだに管理権限が分散している。
　また、都道府県との協議においては、最終的に県の判断に委ねられるため、本会提案に沿った見直しを
行っていただきたい。

■具体的な支障事例
　県管理の河川について、河川改修工事や維持管理工事は市が担ってる例もあり、河川管理について、県
と市のどちらに問い合わせたらよいのか、市民にとってわかりにくくなっている。

■メリット
　指定都市市域内のすべての河川管理等の権限と税財源をセットで移譲できれば、市が実施する下水道・
港湾・水質管理、水防対応、消防などと一体的に総合治水・防災対策を実施でき、また、大規模災害が発
生した際に、災害復旧事業などの危機管理対応も迅速かつ的確に実施することができると考えており、指
定都市への権限移譲を検討していただきたい。

河川法

第10条

○二級河川管理権限の指定都市への移
譲
　（都道府県→政令市）

二級河川の管理権限を指定都市に移譲す
る。
【全国市長会】

第16条
の3

××

　現行法においても、河川法第10条第２項に基づいて、二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であって、都道府県知事が指定する区間に
ついては、当該指定都市の長が管理することができることとされていることから、都道府県と協議の上、進めていただきたい。




